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平成２８年３月１８日

都道府県医師会

介護保険担当理事

　

殿

日

平成２７年度介護報酬改定に関するＱ．＆Ａ （ｖｏｌ．５） の削除のお願いと

Ｑ＆Ａ

　

ｏｌ．６） の送付について

　

時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

　

さて、平成２８年３月１５日付で、貴職宛に「平成２７年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（ｖｏｌ．５）

（平成２８年３月１１日） の送付について （介１４３）」 としてご送付した介護報酬改定に関する

Ｑ＆Ａにつきまして、本日、厚生労働省担当部局より、内容に誤りがあるためＱ＆Ａ（ｖｏｌ．５）

の削除依頼と平成２７年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ （ｖｏｌ．６） を送付する事務連絡があり

ま した。

本会では、 Ｑ＆Ａ （ｖｏｌ．５） の対応について、 厚生労働省と協議の上、 当該加算の届出につ

いては本年３月１８日までの間は受理されるということを確認しておりましたが、 Ｑ＆Ａ

（ｖｏｌ．６） についても、 更なる期間の延長を協議し、 届出については３月２８日までとするこ

とを確認し、 その旨を示した事務連絡を入手いたしましたので、 Ｑ＆Ａ （ｖｏｌ．６） と併せてご

連絡申し上げます。

本件について急ぎご送付いたしますので、 貴会におかれましても本内容をご了知いただき

ますとともに、何度もお手数をおかけし大変申し訳ございませんが、 貴会傘下の郡市区医師

会および会員への周知方宜しくお願い申し上げます。

（添付資料）
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「平成２７年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（ＶＯＩ．６） （平成２８年３月１８日）」

の送付について

　

介護保険制度の運営につきましては、平素より種々ご尽力をいただき、厚く御礼申し上げ

ます。

　

本日 「平成２７年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（ＶＯＩ．６） （平成２８年３月１８日）」 を送

付いたしますので、貴県又は貴市におかれましては、御了知の上、管下市町村又は事業所等

への周知を徹底し、 その取扱いに当たっては遺漏なきよう、 よろしくお願い申し上げます。

　

なお、 平成２７年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（ＶＯＩ．５） （平成２８年３月１１日） は削除

いたします。

※ 今回のＱ＆Ａ に関する御質問については、下記サービスごとの問い合わせ先にお願いい

　

たします。

厚生労働省 代表
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【訪問・通所リハ ビリテーション】 → 老人保健課（内線３９４３、 ３９ ６３）



平成２７年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ （ＶＯＩ．６）

（平成２８年３月 １８日）

【訪問・通所リハビリテーション共通】

間

　

社会参加支援加算に係る解釈通知における、「（ｉ） 当該事業所における評価対象期間の

　

利用者ごとの利用者延月数の合計」は、具体的にはどのように算出するか。

（答）

　

社会参加支援加算は、利用者のＡＤＬ・ＩＡＤＬが向上し、社会参加に資する取組に移行する等

を指標として、質の高いリハビリテーションを提供する事業所を評価するものである。

　

そのため、「社会参加への移行状況」と「サービスの利用の回転」を勘案することとしている。

　

このうち、「サービスの利用の回転」の算定方法は下記のとおりであり、平均利用月数が４８

月以内であることを要件している。

１２月

　　　　　　　　　　　

≧

　

２５％

　

平均利用月数

　

この平均利用月数を算出する際に用いる、「（ｉ） 当該事業所における評価対象期間の利

用者ごとの利用者延月数の合計」とは、評価対象期間に当該事業所を利用した者の、評価対

象期間におけるサービス利用の延月数（評価対象期間の利用者延月数）を合計するものであ

る。なお、評価対象期間以外におけるサービスの利用は含まない。

（評価対象期間の利用者ごとの利用者延月数のイメージ）
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平成２７年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Ｖｏ１．５）（平成２８年３月１１日）は削除する。
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社会参加支援加算の平成２８年度における算定の届出について

　

介護保険制度の運営につきましては、 平素より種々ご尽力をいただき、 厚く
御礼申し上げます。

　

さて、標記につきましては、「平成２７年度介護保険改定に関するＱ＆Ａ（平成２７

年４月１日）」 において、「４月から１２月の状況をもって、翌年の３月１５日まで

に届出を行い、 平成２８年度から取得する」 こととなっております。

先般、「平成２７年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（ＶＯＩ．５） （平成２８年３月 １１

日）」（以下、Ｑ＆Ａ（ｖｏｌ．５）） により、 標記加算に関する算定方法について周知さ

せていただきましたが、本日、「平成２７年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（ｖｏｌ．６）

（平成２８年３月１８日）」 により、Ｑ＆Ａ ｏｌ．５） を削除し、 算定方法の詳細につ

いて再周知させていただいたことを踏まえ、平成２８年度の社会参加支援加算の

算定の届出については、 本年３月２８日までは受理いただくよう、 各都道府県の

介護保険主管部 （局） に依頼をしているところです。

　

日本医師会におかれましても、 上記の取り扱いにつきご承知いただきますと

ともに、 会員各位に対しご周知いただきますようお願いいたします。


